
令和７年７月１４日
保護者の皆さま

熊取町教育委員会事務局生涯学習推進課

熊取町立総合体育館室内プール無料開放事業及び
夏季休業日におけるひまわりバス無償化事業について（お知らせ）

平素より本町社会教育活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
標記について、次のとおり実施いたしますので、ぜひご利用くださいますようお願いいたします。

１ 熊取町立総合体育館室内プール無料開放事業

（１）概要
これまで長年にわたり、住民の心身の向上等を目的に夏季休業期間において小学校プールの一般

開放を実施しておりましたが、プール監視業務に必要な資格等を有する人員を確保することができ
ず、安全なプール運営が困難な状況が今後も続くと見込まれることから、令和６年度をもって小学
校プールの一般開放事業を廃止しました。
令和７年度におきましては、夏季休業期間中、町内の児童生徒を対象に、すまいるズひまわりド

ーム室内プールを無料開放します。
（２）無料開放期間

・令和７年７月１９日（土）から８月２４日（日）まで（７月２２日（火）は休館日です。）
・時間は、各日とも午前１１時から午後３時まで

（３）対象者
町内の小学生・中学生の年齢に相当する児童生徒
※小学３年生以下の児童については保護者同伴（入水）が必要となります。（お子様１人につき、
保護者１人を無料とさせていただきます。）

２ 夏季休業日におけるひまわりバス無償化事業

（１）概要
町立小中学校の夏季休業日において、児童生徒の居場所づくりの一環として活用する公共施設等

への移動手段を確保するため、ひまわりバスを無償化することとし、対象児童生徒に対し「ひまわ
りバス夏季無料乗車券（ひまわりバスフリーパス）」を交付します。

（２）無料乗車券使用可能期間
令和７年７月１９日（土）から８月２４日（日）まで
※期間中は、ひまわりバス運行全区間を何回でも乗車することができます。

（３）対象者
町内の小学生・中学生の年齢に相当する児童生徒（同乗の保護者は有料となります。）

（問い合わせ）
熊取町教育委員会事務局生涯学習推進課
スポーツ振興グループ TEL：072-453-0391

ひまわりバスに乗るときは、身体の不自

由な方や高齢者、妊婦さん等にできるだ

け席を譲り合っていただきますようご協

力をお願いします。

資料③参考


